第一章 総則   

第1条 
発明と創作を励まし、保護し、利用し、もって産業の発展を促進するために、特に本法律を制定する。 

第2条  
本法律にいわゆる特許とは、次の3種に分けられる。
１、発明特許

２、実用新案

３、意匠

第3条  

本法律の主務機関は経済部とする。 

特許業務は、経済部が特許専門機関を指定して処理する。 
第4条 

外国人の所属する国家と中華民国が特許保護の国際条約に共同参加していないとき、あるいは相互に特許保護の条約、協定がない、または団体、機構が互いに主務機関の許可を経た特許保護の協議を定めていない、あるいは中華民国国民の特許出願を受理しない場合は、その特許出願は受理しないこととすることができる。
第5条  

特許出願権とは、本法律に基づき特許出願できる権利をいう。 

特許出願権者とは、本法律に別途規定があるか、または契約に別途約定がある場合を除いて、発明者、創作者又はその譲受人、相続人をいう。 

第6条  

特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡または相続できる。 

特許出願権は、質権の目的とすることができない。 

特許権を目的として質権を設定するときは、契約に別途約定がある場合を除いて、質権者は当該特許権を実施できない。 
第7条 

被雇用者が職務上完成させた発明、実用新案、または意匠の出願権及び特許権は、雇用者に帰属し、雇用者は被雇用者に適切な報酬を支払わなくてはならない。但し契約に別途約定がある場合は、その約定に従う。 

前項にいわゆる職務上の発明、実用新案又は意匠とは、被雇用者が雇用関係における仕事の中で完成させた発明、実用新案、意匠をいう。 

一方が出資して他人を招聘し、研究開発に従事させた場合、その特許出願権及び特許権の帰属は、双方の契約の約定による。契約に約定がない場合は、発明者又は創作者に帰属する。但し、出資者はその発明、実用新案又は意匠を実施することができる。 

第1項、前項の規定により、特許出願権及び特許権が雇用者又は出資者に帰属するときは、発明者又は創作者は氏名表示権を享有する。 

第8条 

被雇用者が職務外で完成させた発明、実用新案または意匠の出願権及び特許権は、被雇用者に帰属する。但し、その発明、実用新案または意匠が雇用者の資源または経験を利用したものである場合は、雇用者は合理的な報酬を支払った後、当該事業においてその発明、実用新案または意匠を実施することができる。 

被雇用者が職務外で完成させた発明、実用新案または意匠については、直ちに書面によって雇用者に通知しなければならず、必要な場合はその創作の過程を伝えなければならない。 

雇用者は、前項の書面通知到達後6ヶ月以内に、被雇用者に対し反対の表示をしなかったときは、当該発明、実用新案または意匠が職務上の発明、実用新案または意匠であると主張できない。
第9条 

前条の雇用者と被雇用者の間で定められた契約が、被雇用者にその発明、実用新案または意匠の権益益を享受できなくさせるものであるときは、無効とする。 

第10条 

雇用者または被雇用者が、第7条及び第8条の定める権利の帰属について争いがあり、協議が合意に至った場合は、証明書類を添えて、特許専門機関へ権利人名義の変更を申請することができる。特許専門機関が必要と認めるときには、その他の法令によって取得した調停、仲裁または判決文書を添えるよう、当事者に通知することができる。 

第11条  

出願人は特許出願及び特許関連事項の手続にあたっては、代理人に委任して手続することができる。

中華民国国内に住所又は営業所を有しない場合、特許出願及び特許関連事項の手続にあたっては、代理人に委任してこれを処理しなければならない。 

代理人は法令に別途規定がある場合を除き、弁理士に限る。 

弁理士の資格及び管理については、別途法律に定める。法律が制定される以前は、代理人資格の取得、取消、廃止及びその管理規則は、主務機関がこれを定める。 

第12条　

特許出願権が共有であるときは、共有者全員により出願を提出しなければならない。 

二人以上が共同で特許出願以外の特許関連手続を行うとき、出願の撤回或いは放棄、申請分割、出願変更または本法律に別途規定のある場合について、署名を共同でしなければならないほか、その他の手続については各人がそれぞれ単独で行うことができる。ただし約定に代表者を定める場合はその約定に従う。 

前二項の共同署名をしなければならない場合は、その内の一人を受取人に指定しなければならない。受取人を指定していない場合、特許専門機関は第１順序の出願人を受取人とし、送達事項をその他の者にも通知しなければならない。

第13条  
特許出願権が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなしに、その持分を他人に譲渡することはできない。

第14条 

特許出願権を相続した者が、出願時に継承者の名義で特許出願していなかったとき、あるいは出願後に特許専門機関に名義変更を申請していないときは、これにより第三者に対抗することはできない。 

前項の変更申請をする場合は、譲渡あるいは相続にかかわらず、いずれも証明書類を添付しなければ
ならない。

第15条   

特許専門機関の職員及び特許審査官は、在職期間中、相続の場合を除いて、特許を出願してはならず、及び直接、間接的に特許に関するいかなる権益も受けてはならない。 

第16条  

特許専門機関の職員及び特許審査官は、職務上知り得た、あるいは保有するにいたった特許に関する発明、実用新案または意匠、あるいは出願人の事業上の秘密について、秘密保持の義務を有する。

第17条  

出願人が特許関連の申請及びその他の手続をするにあたって、法定又は指定の期間を誤って徒過し、或いは期限内に料金を納めないときは受理しない。但し、指定期間を誤って徒過し、または期限内に料金を納めていないが、処分前に補正したときは受理しなければならない。 

出願人が天災又は自己に責任を帰することのできない事由のために法定期限を徒過したときは、その原因消滅後30日以内に、書面によって特許専門機関に理由を陳述し、原状回復を請求できる。但し、法定期間をすでに1年以上徒過しているときは、この限りではない。 

原状回復を請求するときは、同時に期間内になすべき行為を補正しなければならない。 

第18条　

審定書或いはその他の文書を送達することができない場合は、特許公報においてこれを公告しなければならず、公報掲載の日から三十日を満了した時、すでに送達されたものと見なす。 
第19条

特許関連の出願及びその他の手続は、電子方式によってなすことができる。その実施日時及び方法については、主務機関がこれを定める。

第20条

本法律の期間に関する計算においては、その初日は算入しない。

第51条第３項、第101条第３項及び第113条第３項が規定する特許権の期限は、出願日当日より起算する。

第二章 発明特許 

第一節 特許要件 

第21条  

発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作をいう。 

第22条  

産業上利用できる発明に、次のいずれかの事情がないときは、本法律によって出願し発明特許を取得することができる。 

1、 出願前、すでに刊行物に掲載され又は公然使用されたもの。
２、出願前、すでに公然知られたもの。

発明に次のいずれかの事情があり、前項各号の事情を有するに至り、並びにその事実が発生した日から6ヶ月以内に出願をしたものは、前項各号規定の制限を受けない。

　１、研究、実験による場合。

　２、政府が主催または認可した展覧会に陳列した場合。

　３、出願人の意思に反して漏洩した場合。

出願人が前項第１号、第２号の事情を主張するときは、出願時に事実及びその年月日を明記しなければならず、また特許専門機関の指定する期間内に証明書類を提出しなければならない。
発明に第１項に列挙した事情がなくても、その属する技術領域において通常の知識を有する者が、出願前の技術によって容易に完成できるものであるときは、本法律によって出願し、発明特許を取得することができない。 

第23条　 

特許を出願した発明が、それ以前に出願し、その出願後に公開又は公告された発明特許又は実用新案に付された明細書または図面の内容と同様である場合、発明特許を取得することはできない。ただしその出願人と、それ以前に出願された発明特許または実用新案出願の出願人が同じである場合は、この限りではない。 
 第24条  

次の各号のいずれかに該当するものには、発明特許を与えない。 

１、動、植物及び動植物を生産する主要な生物学上の方法。但し微生物学の生産方法は、この限りではない。 
２、人体または動物の疾病の診断、治療又は外科手術の方法。 
３、公共の秩序、善良の風俗または衛生を害するもの。
第二節 出願(申請) 

第25条  

発明特許出願は、特許出願権者が、願書、明細書、及び必要図面を具え、特許専門機関にこれを出願する。 
出願権者が雇用者、譲受人又は相続人のときは、発明者の氏名を明記し、雇用、譲受又は相続の証明書類を添付しなければならない。 
発明特許出願は、願書、明細書及び必要図面が完備した日を出願日とする。

前項の明細書及び必要図面を外国語で提出し、かつ特許専門機関の指定する期間内に中国語本を補正した場合は、外国語明細書を提出した日を出願日とする。指定期間内に補正をしない場合は、出願を受理しない。但し処分の前に補正したものについては、補正の日をもって出願日とする。
第26条

前条の明細書は、発明の名称、発明の説明、摘要及び特許請求範囲を明記しなければならない。

発明説明は明確かつ充分に表されなければならず、当該発明が属する技術領域において通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるものでなければならない。
特許請求範囲は特許を出願する発明を明確に記載せねばならず、各請求項は簡潔な方式によって記載されなければならず、かつ発明説明及び図面によって支持されなければならない。

発明説明、特許請求範囲及び図面の表示方式は、本法施行細則においてこれを定める。

第27条

出願人が同様の発明について、世界貿易機関加盟国或いは中華民国と優先権を相互承認する外国で最初に法的に特許出願をし、最初の出願日より12ヶ月以内に、中華民国に特許出願したときは、優先権を主張できる。 

前項の規定により、出願人が一つの出願中において、二つ以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の起算日は最も早い優先権日の翌日とする。 

外国出願人が、世界貿易機関の加盟国でない国の国民であり、かつその所属する国とわが国の間に優先権の相互承認がないとき、世界貿易機関加盟国或いは互恵国領域内に住所または営業所を有している場合は、第１項の規定により優先権を主張することが出来る。 

優先権を主張する場合、その特許要件の審査は優先権日を基準とする。 

第28条  

前条の規定により優先権を主張する場合は、特許出願と同時に声明し、願書中に外国における出願日及び当該出願を受理した国を明記しなくてはならない。 

出願人は出願日から4ヶ月以内に、前項の国の政府が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。 

前二項の規定に違反した場合、優先権を喪失する。 

第29条　 

出願人がその中華民国において先に出願した発明特許又は実用新案に基いて再び特許の出願を提出するとき、先の出願の出願時に明細書または図面に記載してある発明又は創作について優先権を主張することができる。但し、次の事情のいずれかがある場合、これを主張することができない。 

１、先の出願の出願日からすでに12ヶ月を経過しているとき。 

２、先の出願に記載された発明または創作について、第27条又は本条の規定に基づきすでに優先権を主張しているとき。 

３、先の出願が第33条第1項の規定による分割出願、あるいは第102条の規定による出願変更である場合。   

４、先の出願が既に審定或いは処分を受けているとき。 
前項の先出願がその出願日から15ヶ月を満了したときは、取り下げられたものと見なす。

先の出願の出願日から15ヶ月を経過した後は、優先権の主張を取り下げることができない。 

第一項に基き優先権を主張する後出願が、先出願の出願日から15ヶ月以内に取り下げられた場合は、同時に優先権の主張も取り下げられたものと見なす。
出願人が、一つの出願につき二件以上の優先権を主張するとき、その優先権期間の起算日は、最も早い優先権日の翌日とする。

優先権を主張する場合、その特許要件の審査は優先権日を基準とする。 
第1項により優先権を主張する場合は、特許出願と同時に声明を提出するとともに、願書中に先の出願の出願日及び出願番号を明記しなければならず、出願人が出願時に声明を提出しないか、あるいは先の出願の出願日及び出願番号を明記していない場合は、優先権を喪失する。
本条により主張する優先権日は、中華民国90年10月26日以降でなければならない。
第30条
生物材料に関する発明、或いは生物材料を利用した発明の特許出願については、出願人は遅くとも出願日に当該生物材料を特許専門機関指定の国内寄託機構に寄託し、願書に寄託機構、寄託日時及び寄託番号を明記しなければならない。但し、当該生物材料が、その属する技術領域において通常の知識を有する者が容易に入手できるものであるときは、寄託する必要はない。
出願人は出願日から3ヶ月以内に寄託証明書類を提出しなければならない。期限内に提出していない場合は、寄託されていないものと見なす。 

出願前にすでに特許専門機関認可の国外寄託機構に寄託し、出願時にその事実を声明し、並びに前項規定の期限内において、特許専門機関指定の国内寄託機構に寄託したことの証明書類、及び国外寄託機構の発行する証明文書を提出した場合は、遅くとも出願日に国内で寄託しなければならないとする第1項の制限を受けない。

第一項の生物材料寄託の受理要件、種類、形式、数量、料金比率及びその他寄託執行の方法は、主務機関がこれを定める。 

第31条 　

同一の発明について、二件以上の特許出願があったときは、最も早い出願人にのみ発明特許を与えることができる。但し、後の出願人が主張する優先権日が、前の出願人の出願日よりも早い場合は、この限りではない。
前項の出願日と優先権日が同日である場合は、出願人に通知し、協議させなければならず、協議が成立しないときは、いずれにも発明特許を与えない。その出願人が同一人であるときは、出願人に、期限を限って択一して出願するよう通知しなければならない。期限内に択一して出願しない場合は、いずれにも発明特許を与えない。

各出願人が協議を行うとき、特許専門機関は相当の期間を指定して、出願人に協議の結果を報告するよう通知しなければならず、期間が満了しても報告がない場合、協議不成立と見なす。 
同一の発明又は創作でそれぞれ特許及び実用新案を出願した場合は、前３項の規定を準用する。 

第32条
発明特許出願は、1つの発明ごとに出願を提出しなければならない。
2つ以上の発明が、１つの広義の発明概念に属する場合は、１つの出願案において出願を提出できる。
第33条

特許出願の発明が実質上2つ以上の発明であるときは、特許専門機関の通知により、あるいは出願人の請求により、分割して出願することができる。  
前項の分割出願は、元の出願の再審査審定前に行わなければならない。分割出願を許可されたときは、依然として元の出願の日が出願日となる。優先権があるときは、優先権を主張することができ、元の出願ですでに完成した手続について審査を続行しなければならない。
第34条

発明が、特許出願権者でない者が特許を出願したものであり、出願権者がその特許公告の日から二年以内に無効審判を請求し、無効審判が確定した日から六十日以内に出願したときは、出願権者でない者の出願日を特許出願権者の出願日とする。 

発明特許出願権者が前項の規定により出願した案件については、再び公告はしない。

第三節 審査及び再審査 

第35条   

特許専門機関は、発明特許出願の実質審査について、特許審査官を指定して審査させなければならない。 

特許審査官の資格については法律をもって定める。 

第36条　

特許専門機関は発明特許出願書類を受け取った後、審査を経て、規定の様式に合わないところがなく、かつ公開を許可しない事情がないと認めた場合は、出願日から18ヵ月後に、当該出願を公開しなければならない。
特許専門機関は出願人の申請により、その出願の公開を早めることができる。

発明特許出願に次の各号のいずれかの事情がある場合は、これを公開しない。

１、出願日から15ヶ月以内に取り下げた場合。

２、国防機密やその他国家安全の機密に関わる場合。

３、公共の秩序または善良の風俗を害する場合。

第１項、前項の期間は、優先権を主張する場合には、その起算日を優先権日の翌日とする。２つ以上の優先権を主張するときは、その起算日は、最も早い優先権日の翌日とする。 

第37条　

発明特許出願の日から三年以内は、何人も特許専門機関に対し実質審査を請求することができる。 

第33条第１項の規定により分割出願を申請し、あるいは第102条の規定により発明特許出願に変更した出願が、前項の期間を過ぎた場合は、分割出願または出願変更の日から30日以内に、特許専門機関に対し実質審査を請求することができる。 

前二項の規定により行う審査の請求は、取り下げることができない。 

第１項または第２項に規定する期間内に実質審査を請求しない場合、当該発明特許出願は取り下げられたものと見なす。 

第38条　

前条の審査を請求する場合は、請求書を提出しなければならない。 

特許専門機関は審査請求の事実を、特許公報に掲載しなければならない。 

審査請求が発明特許出願人以外の者によって提起された場合、特許専門機関はその事実を発明特許出願人に通知しなければならない。 

生物材料に関する発明或いは生物材料を利用した発明の特許出願人は、審査請求時に、寄託機構が発行する生存証明を提出しなければならない。発明特許出願人以外の者が審査請求をする時、特許専門機関は発明特許出願人に、3ヶ月以内に生存証明を提出するよう通知しなければならない。 

第39条　 

発明特許出願の公開後、特許出願人でないものが商業上の実施を行った場合、特許専門機関は請求によりこれを優先審査することができる。 

前項の請求をする場合は、関連証明書類を提出しなければならない。   

第40条　 

発明特許出願人は、出願公開後、かつて書面で発明特許出願内容を通知したにもかかわらず、通知後公告前に当該発明を依然として商業上実施し続けている者に対し、発明特許出願公告後、適当な補償金を請求することができる。 

発明特許出願がすでに公開されていることを明らかに知りつつ、公告前に当該発明を依然として商業上実施し続けている者に対しても、前項の請求をすることができる。 

前二項に規定する請求権は、その他の権利の行使に影響しない。 

第1項、第2項の補償金請求権は、公告の日から二年間行使しなければ消滅する。 

第41条
前5条の規定は、中華民国91(2002)年10月26日以降提出された発明特許出願から適用を開始する。 

第42条  

特許審査官に次の各号のいずれかに該当する事情がある場合は、自ら回避しなければならない。 

1、本人またはその配偶者が、当該特許の出願人、代理人、代理人のパートナー若しくは代理人と雇用関係にある場合。 

2、当該特許の出願人或いは代理人の4親等以内の血族又は3親等以内の姻族である場合。 

3、本人またはその配偶者が、当該出願について、出願人と共同権利者、共同義務者あるいは償還義務者の関係にある場合。 

4、当該特許出願人の法定代理人または家族である場合、またはあった場合。 

5、当該特許出願人の訴訟代理人又は補佐人である場合、またはあった場合。 

6、当該特許出願の証人、鑑定人、異義申立人又は無効審判請求人である場合、またはあった場合。 

特許審査官が回避すべきでありながら回避しない事情がある場合は、特許専門機関は職権或いは請求により、その行った処分を取り消した後、別途適当な処分をすることができる。 

第43条  

出願が審査を経た後は、審定書を作成し、出願人又はその代理人に送達しなければならない。 

審査を経て特許不許可とする場合は、審定書にその理由を記載しなくてはならない。 

審定書には特許審査官が署名しなければならない。再審査、無効審判の審査及び特許権延長の審査の審定書についてもまた同じとする。 
第44条  
発明特許出願が第21条ないし第24条、第26条、第30条第１項、第２項、第31条、第32条または第49条第4項の規定に違反する場合は、特許不許可の審定をしなければならない。

第45条

特許出願の発明が、審査を経て、特許不許可の事情が認められない場合は、特許を許可し、特許請求範囲及び図面を公告しなければならない。 

公告を経た出願については、何人もその審定書、明細書、図面、及び全てのファイル資料を閲覧、抄録、撮影またはコピーできる。但し、特許専門機関が法に基づきその秘密を保持しなければならない場合は、この限りではない。 

第46条  

発明特許出願人が、特許不許可の審定に不服のときは、審定書送達の日より60日以内に、理由書を用意して、再審査を請求できる。但し、出願手続が不合法、または出願人不適格により、不受理或いは却下されたときは、直ちに法に基づき行政救済を請求することができる。 

再審査を経て特許を不許可とする事情があると認めるときは、審定前に出願人に期限を定めて弁明するよう通知しなければならない。 
第47条  

再審査時には、特許専門機関は原審査を行っていない特許審査官を指定して審査させ、審定書を作成させなければならない。 

前項の再審査の審定書は出願人に送達しなければならない。

第48条  

特許専門機関は、発明特許を審査する際、申請或いは職権により、出願人に期限を定めて次の各号の行為を行うよう通知することができる。： 

１、特許専門機関に赴いて面接する。 

２、必要な実験をする、模型または見本を補送する。 

前項第2号の実験または模型、見本の補送について、特許専門機関が必要と認める場合は、現場、または指定の場所に赴いて踏査を実施できる。 

第49条
特許専門機関は発明特許を審査する際、職権により出願人に期限を定めて明細書または図面を補充、訂正するよう通知することができる。　
出願人は発明特許出願日から15ヶ月以内に、明細書または図面の補充、訂正を申請することができる。15ヵ月を経た後に明細書または図面の補充、訂正を申請した場合は、依然としてもとの出願に基づき公開する。

出願人は発明特許出願の日から15ヵ月を経た後は、次の各号の期日または期間内においてのみ明細書または図面の補充・訂正ができる。 

１、実質審査請求と同時。
2、 出願人以外の者が実質審査を請求する場合は、実質審査を行う旨の通知が送後された後3ヶ月以内。

３、特許専門機関が審定前に弁明を通知する期間内。

４、再審査請求と同時、または再審査理由書を補充提出できる期間内。

前3項によって行う補充、訂正は、出願時のもとの明細書または図面に記載する範囲を越えてはならない。

第2項、第3項の期間は、優先権の主張がある場合は、その起算日を優先権日の翌日とする。
第50条  
発明が審査を経て国家の安全に影響を及ぼすおそれがあるとされたものについては、その明細書を国防部或いは国家安全関連機関に移して意見を徴し、秘密にする必要があると認める場合は、その発明は公告をせず、出願書類を閉じて保存し、閲覧に供さないとともに、審定書を作成して、出願人、代理人及び発明者に送達する。 

出願人、代理人及び発明者は前項の発明について秘密を保持しなければならず、違反した場合は、当該特許出願権を放棄したものと見なす。 

秘密保持期間は、審定書が出願人に送達された日から1年とし、秘密保持期間は毎回1年ずつ引き続いて延長でき、期間満了の1ヶ月前に、特許専門機関は国防部或いは国家安全関連機関に諮問しなければならず、秘密保持の必要がない場合は直ちに公告しなければならない。 

秘密保持期間に出願人が受けた損失について、政府は相当の補償を与えなければならない。 

第四節 特許権 

第51条  

特許出願の発明は、許可審定を経た後、出願人が審定書送達後３ヶ月以内に、証書受領費及び第一年目の年金を納めた後、初めて公告する。期間満了までに費用を納付しない場合は、公告せず、その特許権は初めから存在しなかったものとする。

特許出願の発明は、公告の日より発明特許権を与え、証書を交付する。

発明特許権の期限は、出願日より起算して20年で満了する。

第52条  

医薬品、農薬またはその製造方法の発明特許権の実施が、その他の法律の規定により、許可証を取得しなければならないものであり、特許出願の公告後2年以上を要するときは、1回に限り、特許権者は2年から5年特許を延長するよう申請できる。但し、延長を許可できる期間は、中央目的事業の主務官庁に対して許可証を取得するのに要する期間を超えることはできず、許可証取得期間が5年を超える場合は、その延長期間は依然として5年を限度とする。 

前項の申請は申請書を用意し、証明書類を添付して、第一回目に許可証を取得した日から3ヶ月以内に、特許専門機関に提出しなければならない。但し、特許権期間満了の6ヶ月以内は、これをすることができない。 

主務機関は前項の申請について、その期間延長に関する決定にあたっては、国民の健康に与える影響を考慮しなければならず、中央目的事業主務官庁と共同で許可方法を定めなければならない。 

第53条   

特許専門機関は、発明特許権の延長申請については、特許審査官を指定して審査させ、審定書を作成して特許権者又はその代理人に送達しなければならない。 

第54条  

延長を許可された特許権期間において、次の事情のいずれかがあると認める場合は、何人も証拠を具えて、特許専門機関に対し無効審判を請求することができる。： 

1、発明特許の実施に許可証を取得する必要がない場合。 

2、特許権者または被授権者が許可証を取得していない場合。 

3、延長を許可された期間が実施できない期間を越えている場合。 

4、特許権存続期間の延長を申請した者が特許権者でない場合。 

5、特許権が共有であり、共有者全体による申請でない場合。 

6、許可証の取得により承認された外国の試験期間をもって特許権の延長を申請するとき、許可期間が当該外国特許主務機関の認許を超える場合。

7、許可証取得に要する期間が2年に満たないもの。 

特許権延長について無効審判が成立し確定した場合は、もとの延長を許可された期間は初めから存在しなかったものと見なす。但し、前項第3号、第6号の規定に違反したために無効審判成立が確定した場合は、その超過した期間は、延長していないものと見なす。 

第55条  

特許専門機関が、前条第1項各号の事情のいずれかがあると認めた場合は、職権により延長した発明特許権存続期間を取り消すことができる。 

特許権延長の取り消しが確定した場合は、もとの延長を許可された期間は初めからなかったものと見なす。但し、前条第1項第3号、第6号の規定に違反したために取り消しが確定した場合は、その超過した期間については、延長していないものと見なす。 

第56条  

物品の特許権者は、本法律に別途規定がある場合を除いて、他人がその同意を経ずして当該物品を製造し、販売の意思表示をし、販売し、使用し、または上記の目的で輸入することを排除する権利を専有する。 

方法の特許権者は、本法律に別途規定がある場合を除いて、他人がその同意を経ずして、当該方法を使用し、及び当該方法で直接製造した物品を使用し、販売の意思表示をし、販売し、または上記の目的のために輸入することを排除する権利を専有する。 

発明特許権の範囲は、明細書に記載した特許請求範囲を基準とする。特許請求範囲を解釈する際には、発明説明及び図面を参酌することができる。 

第57条  

発明特許権の効力は次の各号の事情には及ばない。 

1、研究、教育又は試験のためにその発明を実施し、営利行為でないもの。 

2、出願前に、すでに国内において使用され、またはすでに必要な準備を完了したもの。但し、出願前6ヶ月以内に、特許出願人がその製造方法を知り、特許出願人がその特許権を保留する旨を声明していた場合は、この限りではない。 

3、出願前にすでに国内に存在する物品。 

4、国境を通過するに過ぎない交通手段或いはその装置。 

5、特許出願権者でない者が特許権を取得し、特許権者の無効審判請求により取り消された時、その被授権者が無効審判請求以前に善意で国内において使用しまたは必要な準備を完了した場合。 

6、特許権者が製造し、またはその同意を経て製造した特許物品を販売した後、当該物品を使用し、または再販売した場合。上記の製造、販売は国内に限らない。 

前項第2号及び第5号の使用者は、そのもとの事業内での継続利用している者に限られる。第6号の販売をすることができる区域は、裁判所が事実に基づいてこれを認定する。
第１項第５号の被授権者が、当該特許権が無効審判により取り消された後も依然として実施している時は、特許権者の書面通知を受けた日から、特許権者に合理的な権利金を支払わねばならない。

第58条　 

2種類以上の医薬品を混合して製造する医薬品または方法の特許権の効力は、医師の処方または処方によって調合した医薬品には及ばない。 

第59条  

発明特許権者がその発明特許権を譲渡し、信託し、または他人に授権実施させ、あるいは質権を設定するにあたっては、特許専門機関に登記しなければ第三者に対抗できない。 

第60条  

発明特許権の譲渡または授権について、契約の約定に次の各号のいずれかの事情があり、不公正競争を生むに至る場合は、その約定は無効とする。 

　１、譲受人がある物品または譲渡人、授権者が提供したのではない方法を使用することを禁止または制限するもの。 

２、譲渡人から特許の保障を受けていない製品または原料を購入するよう譲受人に要求するもの。 

第61条  

発明特許権が共有である時は、共有者が自ら実施する場合を除いて、共有者全体の同意を得ずして、譲渡又は他人に授権して実施させることができない。但し、契約に別途約定がある場合は、その約定に従う。 

第62条  

発明特許権の共有者は、共有者全体の同意を得ずして、その持分を他人に譲渡、信託し、または質権を設定することはできない。 

第63条
発明特許権者が、中華民国と外国との間に発生した戦争により損失を受けた場合は、一回に限り5年から10年の特許権延長を申請することができる。但し、交戦国国民の特許権である場合は、延長を申請することはできない。 

第64条  

発明特許権者は、次の事項についてのみ、特許明細書または図面の訂正を申請することができる。 

１、特許請求範囲の縮減。
２、誤記事項の訂正

３、不明瞭な記載の釈明。

前項の訂正は、出願時のもとの明細書または図面に記載された範囲を越えてはならず、また、特許請求範囲の実質的な拡大や変更をすることはできない。

特許専門機関は訂正を許可した後、特許公報にその事由を掲載しなければならない。 

明細書、図面が訂正公告されたときは、出願日に溯って効力を発する。 

第65条  

発明特許権者は被授権人または質権人の同意を得ずして、特許権の放棄や前条の申請をすることはできない。 

第66条  

次の事情のいずれかがある場合は、発明特許権は当然消滅する。 

１、特許権存続期間が満了した時は、期間満了の翌日より消滅する。 

２、特許権者が死亡し、相続人であると主張する者がいない場合は、特許権は民法第1185条の規定により国庫に帰属した日に消滅する。 

３、第２年目以降の特許年金を追納期限満了までに納付していない場合は、本来の納付期限満了の翌日に消滅する。但し、第17条第2項の規定により原状回復したものはこの限りでない。 

４、特許権者が放棄した時は、その書面表示の日から消滅する。 

第67条  

次の事情のいずれかがある場合は、特許専門機関は無効審判請求または職権によりその発明特許権を取り消し、期限を定めて証書を返還させなければならず、回収できない場合は、無効とする旨を公告しなければならない。 

１、第12条第１項、第21条から第24条、第26条、第31条または第49条第4項の規定に違反する場合。 

２、特許権者の属する国が中華民国国民の特許出願を受理しない場合。

３、発明特許権者が発明特許出願権人でない場合。 
第12条第1項の規定に違反し、あるいは前項第3号の事情があって無効審判を提起する者は、利害関係人に限る。その他の事情については、何人も証拠を添えて特許専門機関に無効審判を提起できる。

無効審判請求人は、無効審判請求の日から一ヶ月以内に理由及び証拠を補充提出しなければならない。但し無効審判審定前に提出した場合は、これを斟酌しなければならない。

無効審判事件が審査を経て不成立となった場合は、何人も同一事実及び同一証拠をもって、再度無効審判請求を行うことはできない。

第68条

利害関係者が、特許権の取消について、回復できる法律上の利益を有する場合は、特許権存続期間満了後、または当然消滅後も無効審判を提起できる。 
第69条

特許専門機関は無効審判請求書を受け取った後は、請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。

特許権者は副本送達後1ヶ月以内に答弁しなければならず、先行して理由を釈明し、延期を許可される場合を除いて、期限内に答弁しない場合は、直ちに審査されるものとする。

第70条

特許専門機関は、無効審判審査時には、原出願を審査していない特許審査官を指定して審査させ、並びに審定書を作成し、特許権者及び無効審判請求人に送達しなければならない。

第71条
特許専門機関は無効審判審査時には、申請或いは職権により、特許権者に期間を定めて次の各号の行為を行うよう通知することができる。

１、特許専門機関に赴いて面接する。 

２、必要な実験をする、模型または見本を補送する。
３、第64条第1項及び第2項の規定により訂正する。

前項第2号の実験、模型または見本の補送は、特許専門機関が必要とする時は、現場または指定場所に赴き踏査を実施できる。
第1項第3号の規定により特許明細書または図面を訂正する場合、特許専門機関は無効審判請求人に通知しなければならない。 
第72条

第54条の発明特許権延長無効審判請求の処理については、第67条第3項、第4項及び前4条の規定を準用する。 
第67条の職権による特許権取り消しの処理については、前3条の規定を準用する。

第73条  

発明特許権が取り消された後、次の事情のいずれかがある場合は、取り消しが確定する。 

１、法に基づく行政救済を提起していない場合。 

２、行政救済を提起し、却下が確定した場合。 

発明特許権の取り消しが確定した場合は、特許権の効力は、初めから存在しなかったものと見なす。 

第74条  

発明特許権の許可、変更、延長、延期、譲渡、信託、授権実施、強制実施、取り消し、消滅、質権の設定及びその他公告すべき事項について、特許専門機関は特許公報に掲載しなければならない。 

第75条  

特許専門機関は特許権簿を備え、特許の許可、特許権の異動及び法令の定める一切の事項を記載する。 

前項の特許権簿は、電子方式によることができ、国民に閲覧、抄録、撮影またはコピーさせることができる。 

第五節 実施 

第76条  

国家の緊急事態に対応するため、あるいは公益増進のための非営利使用、または請求人が合理的な商業条件をもってしても、相当期間にわたって授権の協議ができないとき、特許専門機関は請求によって、当該請求人に強制実施権を与えることができる。その実施は国内市場の需要に応えることを主としなければならない。 但し半導体技術の特許について強制実施を請求する場合は、公益増進のための非営利使用に限られる。

特許権者に競争の制限あるいは不公正競争の事情があって、裁判所の判決あるいは行政院公正取引委員会の処分が確定した場合は、前項の事情がなくても、特許専門機関は請求により当該請求人に強制実施権を与えることができる。 

特許専門機関は強制実施の請求書を受け取った後、請求書の副本を特許権者に送達し、期限を定めて3ヶ月以内に答弁させなければならず、期間を満了しても答弁しない場合は、ただちに処理することができる。 

強制実施権は、他人が同一の発明特許権について再度実施権を取得することを妨げない。 

強制実施権者は、特許権者に適当な補償金を与えなければならず、争いがある時は、特許専門機関がこれを裁定する。 

強制実施権は、強制実施関連の営業と併せて譲渡、信託、継承、授権、または質権設定しなければならない。 

強制実施の原因が消滅した時は、特許専門機関は申請によって、強制実施を廃止することができる。 

第77条  

前条の規定により強制実施権を取得した者が、強制実施の目的に違反した時は、特許専門機関は特許権者の請求或いは職権によりその強制実施を廃止することができる。 

第78条
再発明とは、他人の発明または実用新案の主要技術内容を利用して完成した発明をいう。  

再発明特許権者は、もとの特許権者の同意なしにその発明を実施することはできない。 

製造方法の特許権者は、その製造方法によって製造した物品が他人の特許である場合は、当該他人の同意なしに、その発明を実施することはできない。 

前2項の再発明特許権者ともとの発明特許権者、あるいは製造方法の特許権者と物品の特許権者は協議によって交互に授権実施をすることができる。
前項の協議が不成立の時は、再発明特許権者ともとの発明の特許権者、あるいは製造方法特許権者と物品特許権者は、第76条の規定により強制実施を請求できる。但し、再発明或いは製造方法発明が表現する技術が、もとの発明または物品の発明と比較して相当な経済意義を備えた重要な技術改良であってはじめて、再発明或いは製造方法の特許権者は強制実施を請求できる。

再発明特許権者または製造方法特許権者が取得する強制実施権は、その特許権と併せて譲渡、信託、相続、授権あるいは質権の設定をしなければならない。 

第79条
発明の特許権者は、特許の物品又はその包装上に特許証書番号を表示しなければならず、被授権者または強制実施権者にもこの表示をなすよう要求できる。表示がされていない場合は、損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許物品であることを明らかに知っているか、あるいは知りうると証明するに足る事実がある場合は、この限りではない。 
第六節 料金の納付 

第80条  

発明特許に関する各申請について、出願人は申請時に、申請料金を納付しなければならない。 

特許を許可された場合は、発明特許権者は証書費及び特許年金を納付しなければならない。特許の延長、延期許可を申請する場合も、延長、延期期間内に、特許年金を納付しなければならない。 

申請料金、証書費及び特許年金の金額は主務機関がこれを定める。 

第81条  

発明特許年金は公告の日より起算し、第1年目年金は、第51条第1項の規定により納付しなければならない。第2年目以降の年金は期間満了前に納付しなければならない。 

前項の特許年金は一度に数年分を納付することができ、年金の調整があった時は、その差額を補足しなくてもよい。 

第82条
発明特許の第2年目以降の年金について、特許年金を納付すべき期間内に納付しなかった場合は、期間満了後6ヶ月以内に追納することができる。但しその年金は、規定による年金の２倍を納付しなければならない。  

第83条
発明特許権者が自然人、学校または中小企業であるときは、特許専門機関に特許年金の減免を申請することができる。その減免条件、年限、金額及びその他遵守すべき事項の方法については、主務機関がこれを定める。  

第七節 損害賠償及び訴訟 

第84条  

発明特許権が侵害を受けた時は、特許権者は損害賠償を請求できるとともに、その侵害の排除を請求できる。侵害のおそれがある場合は、その防止を請求できる。 
専属被授権者も前項の請求をすることができる。但し、契約に別途約定がある場合は、その約定に従う。

特許権者あるいは専属被授権者が前2項の規定により請求する時は、特許権を侵害する物品または侵害行為にかかわる原料または器具について、廃棄またはその他必要な処置を請求することができる。

発明者の氏名表示権が侵害を受けた時は、発明者の氏名表示またはその他名誉回復に必要な処分を請求することができる。

本条に定める請求権は、請求権者が行為及び賠償義務者を知ったときより2年間行使しなければ消滅する。侵害行為があった時から10年を過ぎた場合も同じとする。 

第85条  

前条の規定により損害賠償を請求する時は、次の各号について、択一してその損害を計算することができる。 
１、民法第216条の規定に基づく。但し、証拠方法を提供してその損害を証明できない時は、発明特許権者はその特許権の実施について通常得られる利益より、損害を受けた後、同一の特許権を実施して得られる利益を差し引いた差額を、その受けた損害とすることができる。 

２、侵害者が侵害行為によって得た利益に基づく。侵害者がそのコストまたは必要経費について立証できないときは、当該物品の販売による全部の収入を得られた利益とする。 

前項に規定する場合のほか、発明特許権者の業務上の信用が、侵害によって損なわれた時は、別途、相当金額の賠償を請求できる。 

前2項の規定により、侵害行為が故意である時は、裁判所は侵害の事情を斟酌してその損害額以上の賠償を決定することができる。但し、損害額の3倍を超えることはできない。 

第86条

他人の発明特許権を侵害する行為に用いた物、またはその行為により生じた物は、被侵害者の請求により、仮差押えを行うことができ、賠償判決の後、賠償金の全部または一部とすることができる。 

当事者が前条の起訴を行い、及び本条の仮差押えを請求する時は、裁判所は民事訴訟法の規定に基づき、訴訟救助を許可しなければならない。 

第87条  

製造方法の特許によって製造された物品が、当該製造方法の特許出願前に国内外で見られないものである場合は、他人が製造した同様の物品は、当該特許方法によって製造されたものと推定する。 

前項の推定は反証を提出して覆すことができる。被告が当該同様の物品の製造方法と特許の方法が異なることを証明すれば、反証を提出したものとする。被告が立証し掲示した製造及び営業秘密の合法権益は十分に保障されなければならない。 

第88条  

発明特許訴訟事件について、裁判所は判決書正本一部を特許専門機関に送達しなければならない。 

第89条  

被侵害者は勝訴判決確定後、判決書の全部または一部の新聞への掲載を裁定するよう裁判所に請求することができ、その費用は敗訴者の負担とする。 

第90条  

発明特許権に関する民事訴訟は、出願事件、無効審判事件、取消事件の確定前は、審判を停止することができる。
裁判所が前項の規定により審判停止を裁定する時は、無効審判請求提出の正当性に注意しなければならない。

無効審判請求事件が権利侵害訴訟事件の審理にかかわる場合、特許専門機関は優先審査を行うことができる。 

第91条  

認許を経ていない外国法人または団体は、本法律の規定事項について、民事訴訟を提起することができる。但し、条約またはその本国の法令、慣例によって中華民国国民または団体が同国において同等の権利を享受できる場合に限る。その団体または機関が相互に保護を定めた特許の協議が、主務機関の許可を得た場合も同様とする。 

第92条  

裁判所は発明特許訴訟事件を処理するために、専門法廷を設立し、または専門家を指定して処理させることができる。 
司法院は特許侵害鑑定専門機関を指定することができる。

裁判所は特許訴訟事件を受理した際は、前項の機関に嘱託して鑑定を行わせることができる。

第三章　実用新案登録 

第93条  

実用新案とは、自然法則の技術思想を利用した、物品の形状、構造または装置に対する創作をいう。 

第94条  

産業上利用できる実用新案に、次のいずれかの事情がない場合は、本法律により出願し、実用新案登録を得ることができる。 

１、出願前にすでに刊行物に掲載され、またはすでに公然使用されている場合。
２、出願前にすでに公衆の知るところとなっている場合。

実用新案に次の事情のいずれかがあり、前項各号の事情を有するに到り、またその事実が発生した日から6ヶ月以内に出願した場合は、前項各号の規定の制限を受けない。

１、研究、実験のためである場合。

２、政府主催または認可の展覧会に陳列したためである場合。

３、出願人の意思に反して漏洩した場合。

出願人が前項第1号、第2号の事情を主張する場合は、出願時に事実及び年・月・日を明記しなければならず、特許専門機関の指定する期間内に証明書類を提出しなければならない。
実用新案に第1項に列挙する事情がなくても、その属する技術領域において通常の知識を有する者が出願前の先行技術によって、明らかに容易に完成できる時は、本法律に基づいて実用新案登録を受けることはできない。

 第95条　 

登録を出願した実用新案が、それより前に出願され、その出願後になって公開または公告された発明特許、あるいは実用新案の願書に付された明細書または図面に記載する内容と同様である場合は、実用新案登録を受けることができない。但し、その出願人がそれより前に出願された発明特許または実用新案出願の出願人と同じである場合は、この限りではない。
第96条

実用新案が公共の秩序、善良の風俗または衛生を害するものである場合は、実用新案登録を受けることができない。

第97条

登録を出願した実用新案が、形式審査を経て次の各号の事情のいずれかがあると認められた場合は、実用新案登録を許可しない処分としなければならない。

　１、実用新案が物品の形状、構造または装置にあたらない場合。

２、前条の規定に違反する場合。

３、第108条準用第26条第1項、第4項規定の記載形式に違反する場合。

４、第108条準用第32条の規定に違反する場合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５、明細書及び図面が必要事項を記載していないか、あるいはその記載が明らかに不明確である場合。

前項の処分を行う前には、まず出願人に期限を定めて意見陳述または明細書、図面の補充訂正をするよう通知しなければならない。

第98条

登録出願の実用新案が形式審査を経た後、前条に規定する事情があると認められる場合は、理由を具えて処分書を作成し、出願人またはその代理人に送達しなければならない。

第99条

登録出願の実用新案が、形式審査を経て第97条に定める、実用新案登録不許可の事情がないと認められた場合は、登録を許可しなければならず、実用新案請求範囲及び図面を公告しなければならない。

第100条
出願人が明細書または図面の補充、訂正を申請する場合は、出願日から２ヶ月以内に行わなければならない。

前項により行う補充、訂正は、出願時のもとの明細書または図面が記載する範囲を越えることはできない。

第101条

登録を出願した実用新案について、出願人は登録許可の処分書送達後3ヶ月以内に証書費及び第一年目の年金を納めた後、初めて公告する。期間満了までに納付しない場合は、公告せず、その特許権は初めから存在しなかったものとする。

登録を出願した実用新案は、公告の日より実用新案権を与え、証書を発行する。

実用新案権の存続期間は、出願日より起算し10年で満了する。 

第102条  

発明特許または意匠登録を出願後、実用新案登録に出願変更した場合、あるいは実用新案登録出願後発明特許に出願変更した場合は、もとの出願の出願日をもって変更した出願の出願日とする。但し、もとの出願の許可審定書・処分書送達後、あるいはもとの出願の不許可審定書・処分書送達の日から60日を経過した後は、変更をすることができない。 

第103条
登録を出願した実用新案の公告後は、何人も第94条第1項第1号、第2号、第4項、第95条または第108条準用第31条規定の事情について、特許専門機関に対し実用新案技術評価を請求することができる。

特許専門機関は前項の実用新案技術評価の請求があった事実を特許公報に掲載しなければならない。

特許専門機関は第１項の請求に対し、特許審査官を指定して実用新案技術評価を作成させ、特許審査官に署名させなければならない。

第1項の規定により実用新案技術評価を請求する場合、実用新案権者でない者が商業上実施したことを明記し、並びに関連証明書類を添付した場合には、特許専門機関は6ヶ月以内に実用新案技術評価を完成させなければならない。

実用新案技術評価の請求は実用新案権の当然消滅後も、依然としてこれをなすことができる。

第1項の規定により行う請求は、撤回することができない。

第104条

実用新案権者が実用新案権を行使する時は、実用新案技術評価を提示して警告を行わなければならない。

第105条

実用新案権者の実用新案権が取り消された時は、その取り消し前に、他人に対し実用新案権の行使によって与えた損害について、賠償責任を負わなければならない。

前項の状況が、実用新案技術評価の内容に基づくもの、あるいは相当の注意を尽くしてその権利を行使したものであるときは、無過失と推定する。

第106条

実用新案権者は、本法律に別途規定がある場合を除き、他人がその同意を経ずして当該実用新案物品を製造し、販売の意思表示をし、販売し、使用し、または上記の目的で輸入することを排除する権利を専有する。
実用新案権の範囲は、明細書に記載の実用新案請求範囲を基準とする。実用新案請求範囲を解釈する時は創作説明及び図面を参酌できる。 

第107条  

次の事情のいずれかがある場合、特許専門機関は無効審判請求によって、その実用新案権を取り消し、期限を定めて証書を返還させなければならず、回収できない場合は、無効とする旨を公告しなければならない。 
　１、第12条第1項、第93条から第96条、第100条第2項、第108条準用第26条または第108条準用第31条の規定に違反する場合。

　２、実用新案権者の属する国が中華民国国民の登録出願を不許可とした場合。

　３、実用新案権者が実用新案登録出願権者でない場合。 
第12条第1項の規定に違反し、あるいは前項第3号の事情があることをもって、無効審判請求を提起する者は、利害関係人に限る。その他の事情については、何人も証拠を具えて、特許専門機関に無効審判請求を提起できる。

無効審判審定書には、特許審査官が署名しなければならない。

第108条  

第25条から第29条、第31条から第34条、第35条第2項、第42条、第45条第2項、第50条、第57条、第59条から第62条、第64条から第66条、第67条第3項、第4項、第68条から第71条、第73条から第75条、第78条第1項、第2項、第4項、第79条から第86条、第88条から第92条の規定は、実用新案登録においてこれを準用する。 

　

第4章　意匠登録

第109条  

意匠とは、物品の形状、模様、色彩あるいはその結合について、視覚を通して訴えかける創作をいう。 

類似意匠とは、同一の者がそのもとの意匠を援用した創作で、構成が近似するものをいう。 

第110条  

産業上利用することができる意匠に、次の事情のいずれかがない場合は、本法律に基づいて出願し、意匠登録を得ることができる。
　１、出願前に、同様かあるいは近似の意匠があり、すでに刊行物に掲載され、またはすでに公開使用されている場合。 
　２、出願前にすでに公衆の知るところとなっている場合。

　意匠に次の事情のいずれかがあり、前項各号の事情を有するに到り、その事実が発生した日から６

ヶ月以内に出願を行う場合は、前項各号規定の制限を受けない。

　１、政府が主催または認可した展覧会に陳列した場合。

　２、出願人の意思に反して漏洩した場合。

出願人が前項第1号の事情を主張する場合、出願時に事実及びその年・月・日を明記しなければならず、特許専門機関が指定する期間内に証明書類を提出しなければならない。

意匠に第1項列記の事情がなくても、その属する技術領域において通常の知識を有する者が、出願前の従来の技巧によって容易に思いつくものであるときは、本法律に基づいて出願し意匠登録を受けることはできない。 

同一人が近似の意匠を登録出願するときは、類似意匠登録として出願しなければならず、第1項及び前項の規定の制限を受けない。但し、もとの意匠登録出願前に類似意匠と同様かまたは類似の意匠が、すでに刊行物に掲載され、すでに公開使用され、またはすでに公衆の知るところとなっている場合は、本法によって類似意匠登録を出願することができない。 

同一人は類似意匠と近似の意匠について類似意匠登録を出願することはできない。 

第111条
登録出願の意匠が、それ以前に出願され、その出願後に公告された意匠登録出願案に付された図説の内容と同様または近似である場合は、意匠登録を受けることができない。但し、その出願人が、それ以前に出願された意匠登録出願案の出願人と同じであるときは、この限りではない。
第112条  

次の各号については、意匠登録を許可しない。 
　１、純機能性設計の物品造形。
２、純芸術創作または美術工芸品。 
３、集積回路回路配置及び電子回路配置。 

４、物品が公共の秩序、善良の風俗または衛生を害するものである場合。 

５、物品が党旗、国旗、国父(孫文)の肖像、国の紋章、軍旗、公印、勲章と同様、または近似である場合。 

第113条  

登録出願の意匠は、許可審定後、出願人が審定書送達後3ヶ月以内に証書費及び第一年目の年金を納付した後、初めて公告される。期間満了までに納付を行わない場合は、公告せず、その意匠権は初めから存在しなかったものとする。
登録出願の意匠は、公告の日より意匠権を与え、証書を発行する。 

意匠権の存続期間は出願日より起算して12年で満了する。類似意匠権の存続期間はもとの意匠権の存続期間と同時に満了する。 
第114条  

発明特許または実用新案登録の出願後、意匠登録の出願に変更する場合は、もとの出願の出願日を変更出願の出願日とする。但し、もとの出願の許可審定書、処分書送達後、またはもとの出願不許可審定書、処分書が送達された日から60日を経過した後は、変更できない。 

第115条  

独立の意匠登録を出願後、類似意匠登録の出願に変更する場合、あるいは類似意匠登録出願後、独立の意匠登録出願に変更する場合は、もとの出願の出願日を変更出願の出願日とする。但し、もとの出願の許可審定書が送達された後、またはもとの出願の不許可審定書が送達された日から60日を経過した後は、変更できない。 

第116条  
意匠登録出願は、意匠登録出願権者が、願書及び図説を用意し、特許専門機関にこれを出願する。
出願権者が雇用者、譲受人あるいは相続人である時は、創作人の氏名を明記し、雇用、譲受、相続の証明書類を用意しなければならない。
意匠登録出願は、願書、図説が揃った日を出願日とする。 

前項の図説を外国語本によって提出し、かつ特許専門機関指定の期間内に中国語本を補正した場合は、外国語本提出の日を出願日とする。指定期間内に補正を行わない場合は、出願を不受理とする。但し、処分前に補正を行った場合は、補正の日を出願日とする。

第117条

前条の図説には、意匠物品の名称、創作説明、図面説明及び図面を明記しなければならない。

図説は明確かつ十分に記載されなければならず、当該意匠の属する技巧領域において通常の知識を有する者がその内容を理解でき、それに基づいて実施できるようなものでなければならない。

意匠の図説の記載方式は、本法施行細則に定める。

第118条

同じかまたは近似の意匠について二つ以上の意匠登録出願があったときは、最も早い意匠出願のみが意匠登録を受けることができる。但し、後の出願人が主張する優先権日が先の出願の出願日より早い場合は、この限りではない。

前項の出願日、優先権日が同日である場合は、出願人に通知して協議させなければならず、協議が不成立のときは、いずれにも意匠登録を許可しない。その出願人が同一人であるときは、出願人に通知し、期限を定めて１つを選択して出願させなければならず、期限内に択一して出願しない場合は、いずれにも意匠登録を許可しない。

各出願人が協議を行う時、特許専門機関は相当の期間を指定して、出願人に通知し協議の結果を届け出させなければならず、期限内に届け出ない場合は、協議不成立と見なす。

第119条  

意匠登録の出願は、一つの意匠ごとに出願を提出しなければならない。

意匠をもって登録を出願するときは、意匠を施す物品を指定しなければならない。 

第120条

意匠登録出願が第109条から第112条、第117条、第118条、第119条第1項または第122条第3項の規定に違反する場合は、登録を不許可とする審定を行わなければならない。

第121条

登録出願の意匠が、審査を経て、意匠登録を不許可とする事情がないと認められた場合は、登録を許可しなければならず、また図面を公告しなければならない。

第122条   
特許専門機関は意匠登録を審査する際、申請または職権により、出願人に通知し、期限を定めて次の各号の行為をさせることができる。 

１、特許専門機関に赴いて面接する。 

２、模型または見本を補送する。

３、図説を補充、訂正する。 

前項第2号の模型または見本の補送は、特許専門機関が必要とするときは、現場、または指定の場所に赴いて踏査を実施することができる。 

第1項第3号により行う補充、訂正は、出願時のもとの図説が表示する範囲を超えることはできない。 

第123条  

意匠権者は、その指定する意匠を使用する物品について、本法律に別途規定がある場合を除いて、他人がその同意を得ずに当該意匠及び当該意匠に類似の物品を製造し、販売の意思表示をし、販売し、使用し、または上記の目的で輸入することを排除する権利を専有する。

意匠権の範囲は、図面を基準とし、また創作説明を参酌できる。 

第124条　 

類似意匠権はもとの意匠権に従属し、単独で主張することができず、かつ近似の範囲に及ばない。 

もとの意匠権が取り消しまたは消滅にあった場合は、類似意匠権も併せて取り消しまたは消滅する。 

第125条  

意匠権の効力は次の各号の事情には及ばない。

１、研究、教育または試験のためにその意匠を実施し、営利的行為でない場合。 

２、出願前、すでに国内で使用され、または必要な準備を完了している場合。但し、出願前6ヶ月以内に意匠登録出願人がその意匠を知り、また出願人がその意匠権を保留する旨を声明した場合は、この限りではない。 

３、出願前すでに国内に存在する物品。 

４、国境を通過する交通手段またはその装置にすぎないもの。 

５、意匠出願権者でない者の得た意匠権が、意匠権者の無効審判請求により取り消された時、その被授権者が無効審判請求前に善意で国内において使用し、または必要な準備を完了している場合。 

６、意匠権者が製造し、またはその同意を経て製造された意匠登録物品を販売した後、当該物品を使用または再販売した場合。上記の製造、販売は国内に限らない。 

前項第2号及び第5号の使用者は、その本来の事業内に限り続けて使用できる。第6号の販売できる区域については、裁判所が事実に基づいてこれを認定する。
第1項第5号の被授権者は、当該意匠権が無効審判請求により取り消された後も依然として実施している時は、意匠権者の書面通知を受け取った日から、意匠権者に合理的な権利金を支払わねばならない。 
第126条  

意匠権者は意匠を指定使用する物品について、その意匠権を他人に譲渡し、信託し、授権して実施させ、または質権を設定することができるが、特許専門機関に登録しなければ、第三者に対抗できない。但し、類似意匠権は単独で譲渡、信託、授権または質権を設定できない。 

第127条  

意匠権者は、意匠の図説に対しては、誤記または不明瞭な事項についてのみ、特許専門機関にその訂正を申請できる。 

特許専門機関は訂正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しなければならない。図説は訂正公告を経ると、出願日に遡って効力を生ずる。 

第128条  

次の事情のいずれかがある場合は、特許専門機関は無効審判請求または職権によりその意匠権を取り消し、期限を定めて証書を返還させなければならず、回収できない場合は、無効とする旨を公告しなければならない。 

１、第12条第１項、第109条から第112条、第117条、第118条または第122条第３項の規定に違反した場合。 
２、意匠権者の所属する国が中華民国国民の特許出願を不受理とした場合。

３、意匠権者が意匠登録出願権者でない場合。 
第12条第１項の規定に違反し、または前項第3号の事情があることをもって、無効審判請求を提起する者は、利害関係人に限る。その他の事情については、何人も証拠を具えて特許専門機関に無効審判請求を提起できる。

第129条

第27条、第28条、第33条から第35条、第42条、第43条、第45条第2項、第46条、第47条、第60条から第62条、第65条、第66条、第67条第3項、第4項、第68条から第71条、第73条から第75条、第79条から第86条、第88条から第92条の規定は、意匠登録においてこれを準用する。

第27条第1項所定の期間は、意匠登録出願においては6ヶ月とする。 

第五章　附則 

第130条  

出願事件のファイルのうち申請書類、明細書、図面及び図説は、特許専門機関が永久に保存しなければならない。その他の文書のファイルは、少なくとも30年間保存しなければならない。        　 

前項の出願事件ファイルは、マイクロフィルム、フロッピーディスク、カセットテープ、CD等の方式で保存することができる。保存記録が、特許専門機関によって確認された場合は、原本ファイルと同じと見なし、もとの紙面の原本ファイルは破棄することができる。保存記録の複製品が特許専門機関に確認された場合は、本物と推定する。 

前項の保存代替物の確認、管理及び使用規則については、主務機関がこれを定める。

第131条
主務機関は発明、創作を奨励するために、奨励援助の方法を定めることができる。

第132条

中華民国83(1994)年1月23日以前に提出された出願は、いずれも第52条の規定により特許権存続期間の延長を申請することはできない。　

第133条
本法律の中華民国90(2001)年10月24日改正施行前に提出された追加特許出願について、いまだ審査が確定していない場合、またはその追加特許権がなおも存続している場合は、改正前の追加特許関連規定により処理する。
第134条

本法律の中華民国83(1994)年1月21日改正施行前に、すでに審定公告されている特許出願の特許権存続期間は、改正施行前の規定を適用する。但し、発明特許出願が、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効する日に、特許権が存続している場合、その特許権の存続期間は、改正施行後の規定を適用する。
本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている実用新案登録案の存続期間は、改正施行前の規定を適用する。

意匠登録出願について、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効する日に、意匠権が存続している場合、その意匠権の期限は、本法律中華民国86(1997)年5月7日改正施行後の規定を適用する。

第135条
本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、まだ審定がなされていない特許出願は、改正施行後の規定を適用する。

第136条

本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに提出されている異議事件は、改正施行前の規定を適用する。

本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている特許出願は、改正施行後においても、改正施行前の規定に基づき、異議を提起することができる。

第137条　
本法施行細則は、主務機関がこれを定める。

第138条

本法は第11条が公布日より施行されるのを除き、その他の条文の施行日時は、行政院がこれを定める。

